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東南アの廃プラ、資源に Ａ・Ｇ・モラ⽒ Ｖ・クワクワ⽒－国際
⾦融公社アジア太平洋担当副総裁 世界銀⾏東アジア太平洋地域副
総裁 

 レジ袋から⽔のボトル、サンド
イッチのラップまで、いわゆるプ
ラスチック類は⽇常⽣活に深く浸
透する。だが便利さを求めるあま
り、プラスチックの過剰消費とプ
ラスチック廃棄物の管理不備はご
みの埋め⽴て処分場の容量超過や
河川の汚染を引き起こし、海洋⽣
態系の脅威になっている。観光や
海運、漁業などの産業にも悪影響
を及ぼす。
 （海へのプラスチックごみの排
出が多いとされる）東南アジアの
汚染が深刻化しているのは、急速
な都市化と中間層の台頭により、
利便性と汎⽤性に優れたプラスチ
ック製品や包装の消費が拡⼤しているためだ。廃
棄物管理のインフラが追いつかず、処理されない
⼤量のごみが発⽣する。新型コロナウイルスの感
染拡⼤に伴う、除菌スプレーのボトルやネット通
販の包装などの使⽤増加も、事態の悪化につなが
る。

 世界銀⾏グループの調査によるとタイやフィリ
ピン、マレーシアでは、リサイクル可能なプラス
チックの素材価値の75%以上が失われている。プ
ラスチックが回収・リサイクルされずに廃棄され
ているため、年間60億ドル（約6600億円）の損
失が⽣じている。こうした国ではリサイクル可能
なプラスチックのうち18〜28%程度しか回収・再
利⽤されていないため、⼤半のプラごみは捨てら
れて環境を汚染するだけでなく、プラスチックの
経済的価値も失われるようだ。
 各国は、プラスチックの使⽤や管理⽅法を変え
ることが不可⽋だ。廃棄物を出さない、あるいは
リサイクル可能な製品の設計を⽬指す循環型経済



への移⾏を⽀援する必要がある。問題に取り組む機運は⾼まる。政府や企業、地域社会
はプラスチックの削減やリサイクルの戦略を策定し、⾏動を起こし始めている。プラス
チックをごみではなく、貴重な資源やビジネスチャンスとしてとらえようとしている。

 だがタイやフィリピン、マレーシアでは現状、リサイクルのモデルはまだ初期段階
で、プラスチック問題の⼤きさに⾒合う解決法の広がりはない。経済性は、安価な新品
のプラスチックに阻まれている。
 廃プラを埋め⽴て処分場や野焼き、海などから排除するためには、地域の回収やリサ
イクルに関するインフラ投資が急務だ。政府はリサイクルしたプラスチックの需要を拡
⼤し、国際的な企業と国内企業の競争条件を平等にするなど、重要な役割を果たすこと
ができる。
 世銀グループでは、廃プラを削減できる分野に絞った投資などを試みている。ほかに
もプラスチック製品の⽣産者や輸⼊者に廃プラ処理の責任を負わせること、課税などの
⼿段を⽤いて必須でないプラスチック製品を段階的に削減することなどが有効だろう。
 主要な消費者向け製品における再⽣プラスチックの含有量の基準を策定することも重
要だ。再⽣プラスチックがより安く、新品プラスチックの価格がより⾼くなれば、再⽣
品への需要も⽣み出せる。
 循環型経済への移⾏を促進するためには、⺠間部⾨が環境に優しいプラスチックの代
替品を開発し、リサイクルを⽀援するビジネスモデルを前進させる必要がある。投資家
の関⼼が政府の関⼼と⼀致し、使⽤済みプラスチックから価値を⽣み出し、何よりもよ
り持続可能な未来への道を切り開くことができるようになるだろう。
関連英⽂はNikkei Asiaサイト（https://s.nikkei.com/3wsxcos）に
 気候変動対策でも加速
 国内では、政府がプラスチック資源循環促進法案を国会に提出、2022年4⽉施⾏を⽬
指す。20年7⽉からのレジ袋有料化に続きプラごみ対策が徐々に進みつつある。数円の
有料化でレジ袋辞退が消費者に広がったのは、意識の変化が⼤きかった。レジ袋は⼩さ
な⼀歩だが、変化の始まりを告げた。
 世界でもプラスチック需要の多くは包装容器で、意識の変化が「脱プラ」に重要なの
も同じだ。変化を⾏動につなげるリサイクル社会の基盤整備やプラスチック代替製品の
普及が必要だろう。再⽣プラ市場はプラ市場全体の10分の1にすぎない。ESG（環境・
社会・企業統治）投資の動きが強まるのに伴い、ごみ対策だけでなく、⼆酸化炭素
（CO2）を出さない気候変動対策の観点からも脱プラの潮流は加速する。（編集委員 
滝順⼀）
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